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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

別表 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

１ 介護予防訪問入浴介護費 １ 介護予防訪問入浴介護費 

イ 介護予防訪問入浴介護費             856単位 

注１ （略） 

イ 介護予防訪問入浴介護費             852単位 

注１ （略） 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４～10 （略） 

ロ～ニ （略） 

２～８ （略） 

ロ～ニ （略） 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業

所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業

所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

ヘ・ト （略） ヘ・ト （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） 
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 イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善加算                  200単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行い、低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者

の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄

養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維

持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サー

ビス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を

加算する。 

 ⑴～⑸ （略） 

ホ～ヌ （略） 

イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善加算                  200単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ

れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等

を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管

理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると

認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行

った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 

 ⑴～⑸ （略） 

ホ～ヌ （略） 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴～⑶ （略） 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴～⑶ （略） 

ヲ・ワ （略） ヲ・ワ （略） 

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 479単位 

イ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 474単位 
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ｂ 要支援２                 596単位 

㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 479単位 

ｂ 要支援２                 596単位 

⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 451単位 

ｂ 要支援２                 561単位 

㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 451単位 

ｂ 要支援２                 561単位 

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 561単位 

ｂ 要支援２                 681単位 

㈡ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 561単位 

ｂ 要支援２                 681単位 

⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 529単位 

ｂ 要支援２                 656単位 

㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 529単位 

ｂ 要支援２                 656単位 

注１・２ （略） 

ｂ 要支援２                 589単位 

㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 474単位 

ｂ 要支援２                 589単位 

⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 446単位 

ｂ 要支援２                 555単位 

㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 446単位 

ｂ 要支援２                 555単位 

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 555単位 

ｂ 要支援２                 674単位 

㈡ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 555単位 

ｂ 要支援２                 674単位 

⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 523単位 

ｂ 要支援２                 649単位 

㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 523単位 

ｂ 要支援２                 649単位 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高 （新設） 
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齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

６ （略） ３ （略） 

７ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所において

、注６を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし

て、１日につき13単位を所定単位数に加算する。 

４ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所において

、注３を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし

て、１日につき13単位を所定単位数に加算する。 

８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携

により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別

機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個

別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度と

して、１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合

、イは算定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に

算定する。 

イ・ロ （略） 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携

により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別

機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個

別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度と

して、１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。また、注７を算定している場合

、イは算定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に

算定する。 

イ・ロ （略） 

９ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

６ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
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、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下こ

の注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置

しているもの（利用者の数（指定介護予防サービス基準第

129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所

生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所であ

る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用

者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人

ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規

定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下

この注において同じ。）が100を超える指定介護予防短期

入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法（指定介護予防サービス基準第２条第８号に規定

する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介

護費の注６において同じ。）で利用者の数を100で除した

数以上配置しているもの）として、電子情報処理組織を使

用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所について、１日につき12単位を所定単位数に加算す

る。 

、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下こ

の注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置

しているもの（利用者の数（指定介護予防サービス基準第

129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所

生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所であ

る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用

者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人

ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規

定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下

この注において同じ。）が100を超える指定介護予防短期

入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法（指定介護予防サービス基準第２条第８号に規定

する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介

護費の注４において同じ。）で利用者の数を100で除した

数以上配置しているもの）として、電子情報処理組織を使

用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所について、１日につき12単位を所定単位数に加算す

る。 

10・11 （略） ７・８ （略） 

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定してい

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定してい
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る場合は、算定しない。 る場合は、算定しない。 

13・14 （略） 10・11 （略） 

15 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用

を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注９

の規定による届出については、指定施設サービス等介護給

付費単位数表の規定により、注９の規定による届出に相当

する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注

９の規定による届出があったものとみなす。 

12 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用

を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注６

の規定による届出については、指定施設サービス等介護給

付費単位数表の規定により、注６の規定による届出に相当

する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注

６の規定による届出があったものとみなす。 

16 （略） 13 （略） 

17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防

短期入所生活介護を行った場合は、注１の規定にかかわら

ず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所

定単位数を算定する。 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護

予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短

期入所生活介護を行った場合 利用者の要支援状態区分

に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護１の所定単位数

の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護１の所定単位数

の100分の93に相当する単位数 

⑵ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護

予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短

期入所生活介護を行った場合 利用者の要支援状態区分

に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護１の所定単位数

の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

（新設） 
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の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護１の所定単位数

の100分の93に相当する単位数 

⑶ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併

設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべ

き指定介護予防短期入所生活介護を行った場合 利用者

の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護１の所

定単位数の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護１の所

定単位数の100分の93に相当する単位数 

⑷ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護

費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った

場合 利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に

掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護

１の所定単位数の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護

１の所定単位数の100分の93に相当する単位数 

ハ 口腔
く う

連携強化加算                50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康状態の評

価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療

機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供

（新設） 
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を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算として、１月に１回に限

り所定単位数を加算する。 

ニ・ホ （略） ハ・ニ （略） 

ヘ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定介

護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)          100単位 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)          10単位 

（新設） 

ト （略） ホ （略） 

チ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

ヘ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 
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リ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

ト 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000

分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

チ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000

分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 介護予防短期入所療養介護費 ７ 介護予防短期入所療養介護費 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                579単位 

ⅱ 要支援２                726単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                632単位 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                577単位 

ⅱ 要支援２                721単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                619単位 
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ⅱ 要支援２                778単位 

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                613単位 

ⅱ 要支援２                774単位 

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) 

ⅰ 要支援１                672単位 

ⅱ 要支援２                834単位 

㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                583単位 

ⅱ 要支援２                730単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                622単位 

ⅱ 要支援２                785単位 

㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                583単位 

ⅱ 要支援２                730単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                622単位 

ⅱ 要支援２                785単位 

㈣ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                566単位 

ⅱ 要支援２                711単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                601単位 

ⅱ 要支援２                758単位 

⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅰ) 

ⅱ 要支援２                762単位 

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                610単位 

ⅱ 要支援２                768単位 

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) 

ⅰ 要支援１                658単位 

ⅱ 要支援２                817単位 

㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                581単位 

ⅱ 要支援２                725単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                619単位 

ⅱ 要支援２                778単位 

㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                581単位 

ⅱ 要支援２                725単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                619単位 

ⅱ 要支援２                778単位 

㈣ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                564単位 

ⅱ 要支援２                706単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                598単位 

ⅱ 要支援２                752単位 

⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅰ) 
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ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                624単位 

ⅱ 要支援２                789単位 

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                680単位 

ⅱ 要支援２                846単位 

ｃ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                624単位 

ⅱ 要支援２                789単位 

ｄ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                680単位 

ⅱ 要支援２                846単位 

㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅱ) 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費 

ⅰ 要支援１                653単位 

ⅱ 要支援２                817単位 

ｂ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費 

ⅰ 要支援１                653単位 

ⅱ 要支援２                817単位 

㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅲ) 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費 

ⅰ 要支援１                653単位 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                621単位 

ⅱ 要支援２                782単位 

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                666単位 

ⅱ 要支援２                828単位 

ｃ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                621単位 

ⅱ 要支援２                782単位 

ｄ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                666単位 

ⅱ 要支援２                828単位 

㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅱ) 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費 

ⅰ 要支援１                649単位 

ⅱ 要支援２                810単位 

ｂ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費 

ⅰ 要支援１                649単位 

ⅱ 要支援２                810単位 

㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅲ) 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費 

ⅰ 要支援１                649単位 
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ⅱ 要支援２                817単位 

ｂ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費 

ⅰ 要支援１                653単位 

ⅱ 要支援２                817単位 

㈣ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅳ) 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費 

ⅰ 要支援１                611単位 

ⅱ 要支援２                770単位 

ｂ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費 

ⅰ 要支援１                611単位 

ⅱ 要支援２                770単位 

注１・２ （略） 

ⅱ 要支援２                810単位 

ｂ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費 

ⅰ 要支援１                649単位 

ⅱ 要支援２                810単位 

㈣ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅳ) 

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費 

ⅰ 要支援１                608単位 

ⅱ 要支援２                764単位 

ｂ 経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費 

ⅰ 要支援１                608単位 

ⅱ 要支援２                764単位 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

６～８ （略） ３～５ （略） 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場
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合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定してい

る場合は、算定しない。 

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定してい

る場合は、算定しない。 

10 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びに

ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に

適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入

所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機

能加算(Ⅰ)として、１日につき51単位を、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)につい

て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事

に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老

人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所に

ついては、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、１

日につき51単位を所定単位数に加算する。 

７ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びに

ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に

適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入

所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機

能加算(Ⅰ)として、１日につき34単位を、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)につい

て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして

都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定介護

予防短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅

療養支援機能加算(Ⅱ)として、１日につき46単位を所定単位

数に加算する。 

11～15 （略） ８～12 （略） 

16 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設

である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、

当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算

として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ１日につき次に

13 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知

事に届け出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入

所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分

に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ１日につき次に掲げる単位数を加算する。 
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掲げる単位数を加算する。 

㈠・㈡ （略） 

 

㈠・㈡ （略） 

17 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設について

は、注７及び注10は算定しない。 

14 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設について

は、注４及び注７は算定しない。 

⑶ 総合医学管理加算               275単位 

注１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準

に従い指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、

10日を限度として１日につき所定単位数を加算する。 

⑶ 総合医学管理加算               275単位 

注１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準

に従い、介護予防サービス計画において計画的に行うこ

ととなっていない指定介護予防短期入所療養介護を行っ

た場合に、７日を限度として１日につき所定単位数を加

算する。 

２ （略） ２ （略） 

⑷ 口腔
く う

連携強化加算               50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康

状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て

、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算として、

１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

（新設） 

 

⑸～⑺ （略） ⑷～⑹ （略） 

⑻ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し

て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

（新設） 
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ない。 

㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)         100単位 

㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)         10単位 

⑼ （略） ⑺ （略） 

⑽ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の29に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の16に相当する単位数 

⑻ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定し

た単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定し

た単位数の1000分の29に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  ⑴から⑺までにより算

定した単位数の1000分の16に相当する単位数 

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑼ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 
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㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の21に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の17に相当する単位数 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより

算定した単位数の1000分の21に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより

算定した単位数の1000分の17に相当する単位数 

⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した

単位数の1000分の８に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までにより算定した

単位数の1000分の８に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日につき） 

㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                547単位 

ⅱ 要支援２                686単位 

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                576単位 

ⅱ 要支援２                716単位 

ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                566単位 

ⅱ 要支援２                706単位 

ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰv) 

ⅰ 要支援１                606単位 

ⅱ 要支援２                767単位 

ｅ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(v) 

ⅰ 要支援１                639単位 

ⅱ 要支援２                801単位 

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日につき） 

㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                536単位 

ⅱ 要支援２                672単位 

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                564単位 

ⅱ 要支援２                701単位 

ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                554単位 

ⅱ 要支援２                691単位 

ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰv) 

ⅰ 要支援１                593単位 

ⅱ 要支援２                751単位 

ｅ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(v) 

ⅰ 要支援１                626単位 

ⅱ 要支援２                784単位 
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ｆ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(vⅰ) 

ⅰ 要支援１                627単位 

ⅱ 要支援２                788単位 

㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                515単位 

ⅱ 要支援２                644単位 

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                530単位 

ⅱ 要支援２                661単位 

ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                575単位 

ⅱ 要支援２                727単位 

ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)  

ⅰ 要支援１                593単位 

ⅱ 要支援２                745単位 

㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                497単位 

ⅱ 要支援２                621単位 

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                559単位 

ⅱ 要支援２                705単位 

⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１日に

つき） 

㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                557単位 

ⅱ 要支援２                695単位 

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                616単位 

ｆ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(vⅰ) 

ⅰ 要支援１                614単位 

ⅱ 要支援２                772単位 

㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                504単位 

ⅱ 要支援２                631単位 

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                519単位 

ⅱ 要支援２                647単位 

ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                563単位 

ⅱ 要支援２                712単位 

ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) 

ⅰ 要支援１                581単位 

ⅱ 要支援２                730単位 

㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                487単位 

ⅱ 要支援２                608単位 

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                547単位 

ⅱ 要支援２                690単位 

⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１日に

つき） 

㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                545単位 

ⅱ 要支援２                681単位 

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                603単位 
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ⅱ 要支援２                777単位 

㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                557単位 

ⅱ 要支援２                695単位 

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                616単位 

ⅱ 要支援２                777単位 

⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１

日につき） 

㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 632単位 

ｂ 要支援２                 796単位 

㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 662単位 

ｂ 要支援２                 825単位 

㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 652単位 

ｂ 要支援２                 815単位 

㈣ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 632単位 

ｂ 要支援２                 796単位 

㈤ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 662単位 

ｂ 要支援２                 825単位 

㈥ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 652単位 

ｂ 要支援２                 815単位 

ⅱ 要支援２                761単位 

㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                545単位 

ⅱ 要支援２                681単位 

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                603単位 

ⅱ 要支援２                761単位 

⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１

日につき） 

㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 619単位 

ｂ 要支援２                 779単位 

㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 648単位 

ｂ 要支援２                 808単位 

㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 638単位 

ｂ 要支援２                 798単位 

㈣ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 619単位 

ｂ 要支援２                 779単位 

㈤ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 648単位 

ｂ 要支援２                 808単位 

㈥ 経過的ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 638単位 

ｂ 要支援２                 798単位 

3
4
0



  

 

 

⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護

費（１日につき） 

㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介

護費 

ａ 要支援１                 632単位 

ｂ 要支援２                 796単位 

㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所

療養介護費 

ａ 要支援１                 632単位 

ｂ 要支援２                 796単位 

注１ 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２

項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有す

る病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ

て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用す

る方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様

式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟（

療養病床に係るものに限る。）において、指定介護予防短

期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い

、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数

を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控

除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師

、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が

定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める

ところにより算定する。 

⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護

費（１日につき） 

㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介

護費 

ａ 要支援１                 619単位 

ｂ 要支援２                 779単位 

㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所

療養介護費 

ａ 要支援１                 619単位 

ｂ 要支援２                 779単位 

注１ 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２

項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有す

る病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ

て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たもの

における当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る

。）において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場

合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が

定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分

に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合

は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す

る。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職

員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合

は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

（新設） 
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相当する単位数を所定単位数から減算する。 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

６・７ （略） ３・４ （略） 

８ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用

する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事

業所については、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ～ニ （略） 

５ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指

定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準

に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。 

 

イ～ニ （略） 

９ （略） ６ （略） 

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注９を算定してい

る場合は、算定しない。 

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予

防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者

受入加算として１日につき120単位を所定単位数に加算す

る。ただし、注６を算定している場合は、算定しない。 

 

11 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事

に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介

護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の

状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認

められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき

８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行

うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指

定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場

合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。 
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184単位を所定単位数に加算する。 

12 （略） ９ （略） 

（削る） 10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

注１及び注５の規定による届出に相当する介護療養施設サ

ービス（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその

効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前

の法第８条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう

。以下同じ。）に係る届出があったときは、注１及び注５

の規定による届出があったものとみなす。 

13 （略） 11 （略） 

⑸ 口腔
く う

連携強化加算               50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康

状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て

、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算として、

１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

（新設） 

 

⑹ 療養食加算                  ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準

による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事

業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したとき

は、１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する

。 

イ～ハ （略） 

⑸ 療養食加算                  ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都

道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指

定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣

が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度

として、所定単位数を加算する。 

 

 

イ～ハ （略） 

⑺ 認知症専門ケア加算 ⑹ 認知症専門ケア加算 
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働

大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ

る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 

㈠・㈡ （略） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、

専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

 

㈠・㈡ （略） 

⑻ （略） ⑺ （略） 

⑼ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し

て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)         100単位 

㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)         10単位 

（新設） 

⑽ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定

介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算

⑻ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 
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する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠～㈢ （略） 

 

㈠～㈢ （略） 

⑾ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

⑼ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日までの間

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

⑿ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより

⑽ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより
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算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

⒀ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑽までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき） 

㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                530単位 

ⅱ 要支援２                666単位 

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                559単位 

ⅱ 要支援２                693単位 

ｃ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                549単位 

ⅱ 要支援２                684単位 

ｄ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) 

ⅰ 要支援１                589単位 

ⅱ 要支援２                747単位 

ｅ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ) 

ⅰ 要支援１                623単位 

ⅱ 要支援２                780単位 

ｆ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ) 

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき） 

㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                519単位 

ⅱ 要支援２                652単位 

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                547単位 

ⅱ 要支援２                679単位 

ｃ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 

ⅰ 要支援１                538単位 

ⅱ 要支援２                670単位 

ｄ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) 

ⅰ 要支援１                577単位 

ⅱ 要支援２                731単位 

ｅ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ) 

ⅰ 要支援１                610単位 

ⅱ 要支援２                764単位 

ｆ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ) 
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ⅰ 要支援１                612単位 

ⅱ 要支援２                769単位 

㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                471単位 

ⅱ 要支援２                588単位 

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                537単位 

ⅱ 要支援２                678単位 

⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につ

き） 

㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 616単位 

ｂ 要支援２                 775単位 

㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 643単位 

ｂ 要支援２                 804単位 

㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 634単位 

ｂ 要支援２                 793単位 

㈣ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 616単位 

ｂ 要支援２                 775単位 

㈤ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 643単位 

ｂ 要支援２                 804単位 

㈥ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 634単位 

ｂ 要支援２                 793単位 

注１ 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であ

って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ⅰ 要支援１                599単位 

ⅱ 要支援２                753単位 

㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                461単位 

ⅱ 要支援２                576単位 

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                526単位 

ⅱ 要支援２                664単位 

⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につ

き） 

㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 603単位 

ｂ 要支援２                 759単位 

㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 630単位 

ｂ 要支援２                 787単位 

㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 621単位 

ｂ 要支援２                 777単位 

㈣ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 603単位 

ｂ 要支援２                 759単位 

㈤ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 630単位 

ｂ 要支援２                 787単位 

㈥ 経過的ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 要支援１                 621単位 

ｂ 要支援２                 777単位 

注１ 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であ

って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
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ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

ったものにおける当該届出に係る病室において、指定介護

予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲

げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分

に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定

単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定

めるところにより算定する。 

ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出

に係る病室において、指定介護予防短期入所療養介護を行

った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働

大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし

、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する

場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する

。 

２ （略） ２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

６～８ （略） ３～５ （略） 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定してい

る場合は、算定しない。 

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予

防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者

受入加算として１日につき120単位を所定単位数に加算す

る。ただし、注５を算定している場合は、算定しない。 

10 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事

に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介

７ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行

うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指
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護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の

状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認

められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき

184単位を所定単位数に加算する。 

定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場

合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。 

 

11 （略） ８ （略） 

（削る） ９ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

注１の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに

係る届出があったときは、注１の規定による届出があった

ものとみなす。 

12 （略） 10 （略） 

⑶ 口腔
く う

連携強化加算               50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康

状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て

、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算として、

１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

（新設） 

 

⑷ 療養食加算                  ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準

による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事

業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したとき

は、１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する

。 

イ～ハ （略） 

⑶ 療養食加算                  ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都

道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指

定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣

が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度

として、所定単位数を加算する。 

 

 

イ～ハ （略） 

⑸ 認知症専門ケア加算 ⑷ 認知症専門ケア加算 
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働

大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ

る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 

㈠・㈡ （略） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、

専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

 

㈠・㈡ （略） 

⑹ （略） ⑸ （略） 

⑺ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し

て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)         100単位 

㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)         10単位 

（新設） 

 

⑻ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定

介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算

⑹ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 
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する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠～㈢ （略） 

 

㈠～㈢ （略） 

⑼ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

⑺ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日までの間

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

⑽ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより

⑻ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより
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算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 

 ニ 削除 ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短

期入所療養介護費 

⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日につき） 

㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                831単位 

ⅱ 要支援２                997単位 

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                941単位 

ⅱ 要支援２               1,099単位 

㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                767単位 

ⅱ 要支援２                941単位 

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                826単位 

ⅱ 要支援２               1,021単位 

㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 
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ⅰ 要支援１                745単位 

ⅱ 要支援２                912単位 

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                804単位 

ⅱ 要支援２                994単位 

㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ) 

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                732単位 

ⅱ 要支援２                896単位 

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                791単位 

ⅱ 要支援２                977単位 

㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ) 

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                671単位 

ⅱ 要支援２                835単位 

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                780単位 

ⅱ 要支援２                940単位 

⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（１日に

つき） 

㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 577単位 

ｂ 要支援２                 742単位 

㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 637単位 

ｂ 要支援２                 822単位 

⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１

日につき） 

㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費 
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ⅰ 要支援１                961単位 

ⅱ 要支援２               1,120単位 

ｂ 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費 

ⅰ 要支援１                961単位 

ⅱ 要支援２               1,120単位 

㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費 

ⅰ 要支援１                851単位 

ⅱ 要支援２               1,048単位 

ｂ 経過的ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費 

ⅰ 要支援１                851単位 

ⅱ 要支援２               1,048単位 

注１ 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基

準第189条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう

。以下同じ。）を有する病院である指定介護予防短期入

所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け

出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養

病棟において、指定介護予防短期入所療養介護を行った

場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大

臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ

し、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の

員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は

、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

２ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たさない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に

相当する単位数を算定する。 
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３ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を

行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅

と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を

行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算す

る。 

４ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介

護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型介護予防短

期入所療養介護費(Ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療

養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費

(Ⅳ)若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費を

支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型介護予防短期

入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介

護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短

期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療

養介護費(ⅱ)若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると

医師が判断した者 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来

型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身

の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従

来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

５ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により

、注１の規定による届出に相当する介護療養施設サービ
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スに係る届出があったときは、注１の規定による届出が

あったものとみなす。 

６ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所

療養介護を受けている場合においては、30日を超える日

以降に受けた指定介護予防短期入所療養介護については

、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護

予防短期入所療養介護費は、算定しない。 

 ⑷ 療養食加算                  ８単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都

道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指

定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣

が定める療養食を提供したときは、１日につき３回を限度

として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され

ていること。 

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び

内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

している指定介護予防短期入所療養介護事業所において

行われていること。 

 ⑸ 特定診療費 

注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要

な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った

場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて

得た額を算定する。 

 ⑹ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる
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いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)        22単位 

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)        18単位 

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)        ６単位 

 ⑺ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日までの間

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

 ⑻ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 
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㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

 ⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 

ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき

） 

㈠ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                603単位 

ⅱ 要支援２                741単位 

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                666単位 

ⅱ 要支援２                827単位 

㈡ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                591単位 

ⅱ 要支援２                731単位 

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                654単位 

ⅱ 要支援２                815単位 

㈢ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                575単位 

ⅱ 要支援２                715単位 

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき

） 

㈠ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                590単位 

ⅱ 要支援２                726単位 

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                652単位 

ⅱ 要支援２                810単位 

㈡ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                579単位 

ⅱ 要支援２                716単位 

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                640単位 

ⅱ 要支援２                798単位 

㈢ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                563単位 

ⅱ 要支援２                700単位 

ｂ Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

3
5
8



  

 

 

ⅰ 要支援１                636単位 

ⅱ 要支援２                798単位 

⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき

） 

㈠ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                574単位 

ⅱ 要支援２                703単位 

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                637単位 

ⅱ 要支援２                787単位 

㈡ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                558単位 

ⅱ 要支援２                685単位 

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                621単位 

ⅱ 要支援２                771単位 

㈢ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                546単位 

ⅱ 要支援２                674単位 

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                610単位 

ⅱ 要支援２                760単位 

⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき

） 

㈠ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

ａ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                547単位 

ⅱ 要支援２                679単位 

ⅰ 要支援１                623単位 

ⅱ 要支援２                781単位 

⑵ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき

） 

㈠ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                562単位 

ⅱ 要支援２                688単位 

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                624単位 

ⅱ 要支援２                771単位 

㈡ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                546単位 

ⅱ 要支援２                671単位 

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                608単位 

ⅱ 要支援２                755単位 

㈢ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) 

ａ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                535単位 

ⅱ 要支援２                660単位 

ｂ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                597単位 

ⅱ 要支援２                744単位 

⑶ 特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（１日につき

） 

㈠ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

ａ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                536単位 

ⅱ 要支援２                665単位 
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ｂ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                606単位 

ⅱ 要支援２                759単位 

㈡ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

ａ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                521単位 

ⅱ 要支援２                642単位 

ｂ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                581単位 

ⅱ 要支援２                724単位 

⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（

１日につき） 

㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ) 

ａ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費 

ⅰ 要支援１                687単位 

ⅱ 要支援２                852単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療

養介護費 

ⅰ 要支援１                687単位 

ⅱ 要支援２                852単位 

㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

(Ⅱ) 

ａ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費 

ⅰ 要支援１                677単位 

ⅱ 要支援２                841単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療

養介護費 

ⅰ 要支援１                677単位 

ｂ Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                593単位 

ⅱ 要支援２                743単位 

㈡ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

ａ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                510単位 

ⅱ 要支援２                629単位 

ｂ Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                569単位 

ⅱ 要支援２                709単位 

⑷ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（

１日につき） 

㈠ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ) 

ａ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費 

ⅰ 要支援１                673単位 

ⅱ 要支援２                834単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療

養介護費 

ⅰ 要支援１                673単位 

ⅱ 要支援２                834単位 

㈡ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費

(Ⅱ) 

ａ ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費 

ⅰ 要支援１                663単位 

ⅱ 要支援２                824単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所療

養介護費 

ⅰ 要支援１                663単位 
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ⅱ 要支援２                841単位 

⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（

１日につき） 

㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

ａ 要支援１                 703単位 

ｂ 要支援２                 856単位 

㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養

介護費 

ａ 要支援１                 703単位 

ｂ 要支援２                 856単位 

⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（

１日につき） 

㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介

護費 

ａ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養

介護費 

ⅰ 要支援１                643単位 

ⅱ 要支援２                799単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入

所療養介護費 

ⅰ 要支援１                643単位 

ⅱ 要支援２                799単位 

㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介

護費 

ａ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養

介護費 

ⅰ 要支援１                670単位 

ⅱ 要支援２                814単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入

所療養介護費 

ⅰ 要支援１                670単位 

ⅱ 要支援２                824単位 

⑸ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費（

１日につき） 

㈠ ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費 

ａ 要支援１                 688単位 

ｂ 要支援２                 838単位 

㈡ 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養

介護費 

ａ 要支援１                 688単位 

ｂ 要支援２                 838単位 

⑹ ユニット型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費（

１日につき） 

㈠ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介

護費 

ａ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所療養

介護費 

ⅰ 要支援１                630単位 

ⅱ 要支援２                782単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入

所療養介護費 

ⅰ 要支援１                630単位 

ⅱ 要支援２                782単位 

㈡ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介

護費 

ａ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所療養

介護費 

ⅰ 要支援１                656単位 

ⅱ 要支援２                797単位 

ｂ 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入

所療養介護費 

ⅰ 要支援１                656単位 
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ⅱ 要支援２                814単位 

注１・２ （略） 

ⅱ 要支援２                797単位 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

６～８ （略） ３～５ （略） 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき

120単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定し

ている場合は、算定しない。 

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき

120単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定し

ている場合は、算定しない。 

10・11 （略） ７・８ （略） 

12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

注１及び注７の規定による届出に相当する介護医療院サー

ビス（法第８条第29項に規定する介護医療院サービスをい

う。）に係る届出があったときは、注１及び注７の規定に

よる届出があったものとみなす。 

９ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

注１及び注４の規定による届出に相当する介護医療院サー

ビス（法第８条第29項に規定する介護医療院サービスをい

う。）に係る届出があったときは、注１及び注４の規定に

よる届出があったものとみなす。 

13 （略） 10 （略） 

14 ホ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定介護予

防短期入所療養介護事業所については、⑾は算定しない。 

11 ホ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定介護予

防短期入所療養介護事業所については、⑽は算定しない。 

⑺ 口腔
く う

連携強化加算               50単位 （新設） 
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康

状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て

、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算として、

１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

 

⑻～⑾ （略） ⑺～⑽ （略） 

⑿ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し

て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)         100単位 

㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)         10単位 

（新設） 

⒀ （略） ⑾ （略） 

⒁ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

⑿ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
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している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒀までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑾までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑾までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑾までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

⒂ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

⒀ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑾までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑾までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

⒃ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⒀までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

⒁ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑾までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 
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８ 介護予防特定施設入居者生活介護費 ８ 介護予防特定施設入居者生活介護費 

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき） 

⑴ 要支援１                   183単位 

⑵ 要支援２                   313単位 

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１

月につき） 

注１ （略） 

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき） 

⑴ 要支援１                   182単位 

⑵ 要支援２                   311単位 

ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１

月につき） 

注１ （略） 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の

100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数

の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する

。 

２ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな

い場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の

100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の３に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

５ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定介護予防特定施設において、外部との連携に

より、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機

能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に

従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別

機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度とし

て、１月につき、⑵については１月につき、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。また、注６を算定している場合は

、⑴は算定せず、⑵は１月につき100単位を所定単位数に

３ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定介護予防特定施設において、外部との連携に

より、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機

能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に

従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別

機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度とし

て、１月につき、⑵については１月につき、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。また、注４を算定している場合は

、⑴は算定せず、⑵は１月につき100単位を所定単位数に
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算定する。 

⑴・⑵ （略） 

算定する。 

⑴・⑵ （略） 

６・７ （略） ４・５ （略） 

８ 指定介護予防特定施設において、協力医療機関（指定介

護予防サービス基準第242条第１項（指定介護予防サービ

ス基準第262条において準用する場合を含む。）に規定す

る協力医療機関をいう。）との間で、利用者の同意を得て

、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開

催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲

げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。 

６ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継

続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得

て、協力医療機関（指定介護予防サービス基準第242条第

１項に規定する協力医療機関をいう。）又は当該利用者の

主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月

に１回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算とし

て、１月につき80単位を所定単位数に加算する。 

⑴ 当該協力医療機関が、指定介護予防サービス基準第

242条第２項各号に掲げる要件を満たしている場合 

                 100単位 

⑵ ⑴以外の場合               40単位 

 （新設） 

  

  

 （新設） 

（削る） ７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

指定介護予防特定施設において、歯科医師又は歯科医師の

指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔
く う

ケアに

係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、

口腔
く う

衛生管理体制加算として、１月につき30単位を所定単

位数に加算する。 

９・10 ８・９ （略） 

ハ 退居時情報提供加算               250単位 

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に

おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、

当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、

当該利用者の紹介を行った場合に、利用者１人につき１回に

限り算定する。 

（新設） 

ニ （略） ハ （略） 

ホ 高齢者施設等感染対策向上加算 （新設） 
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防特定施設が、利用者に対して指定介護予防特定施設入居者

生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１

月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)       10単位 

⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)       ５単位 

ヘ 新興感染症等施設療養費（１日につき）      240単位 

注 指定介護予防特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定

める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を

行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者

に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護予防特定施

設入居者生活介護を行った場合に、１月に１回、連続する５

日を限度として算定する。 

（新設） 

ト 生産性向上推進体制加算 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい

るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ

た指定介護予防特定施設において、利用者に対して指定介護

予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)          100単位 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)          10単位 

（新設） 

 

チ （略） ニ （略） 

リ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
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める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用

者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用

者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

ヌ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利

用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利

用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利
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用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

９ 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準

第266条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をい

う。以下同じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介

護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸

与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定介護予防福祉

用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業

所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１単

位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）と

する。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となった

ことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については

、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満た

さない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉

用具貸与費は算定しない。 

９ 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準

第266条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をい

う。以下同じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介

護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸

与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定介護予防福祉

用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業

所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１単

位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）と

する。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となった

ことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については

、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満た

さない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉

用具貸与費は算定しない。 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

３～７ 注１～５ 
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

別表 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

１ 介護予防訪問入浴介護費 １ 介護予防訪問入浴介護費 

 イ～ニ （略） イ～ニ （略） 

ホ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の94に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の79に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の63に相当する単位数 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業

所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の58に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の42に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の23に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定介護予防訪問入浴介護事業所（注１の加算を算定

（新設） 
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しているものを除く。）が、利用者に対し、指定介護予防

訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては

、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の84に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の78に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の67に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の65に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の68に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の59に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の54に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の52に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の48に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の44に相当する単位数 
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⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の33に相当する単位数 
 （削る） ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事

業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の21に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

 （削る） ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事

業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った

場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

２ 介護予防訪問看護費 

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 

⑴ 所要時間20分未満の場合            303単位 

⑵ 所要時間30分未満の場合            451単位 

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合       794単位 

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合   1,090単位 

２ 介護予防訪問看護費 

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 

⑴ 所要時間20分未満の場合            302単位 

⑵ 所要時間30分未満の場合            450単位 

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合       792単位 

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合   1,087単位 
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⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合

（１回につき）                 284単位 

ロ 病院又は診療所の場合 

⑴ 所要時間20分未満の場合            256単位 

⑵ 所要時間30分未満の場合            382単位 

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合       553単位 

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合    814単位 

注１ （略） 

⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合

（１回につき）                 283単位 

ロ 病院又は診療所の場合 

⑴ 所要時間20分未満の場合            255単位 

⑵ 所要時間30分未満の場合            381単位 

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合       552単位 

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合    812単位 

注１ （略） 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４～10 （略） ２～８ （略） 

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、

利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡

できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっ

ていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合、

又は指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（指定介護

予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定介護

予防訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の

同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時

訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時介護

予防訪問看護加算として、次に掲げる区分に応じ、１月に

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては

、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、

利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡

できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっ

ていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に

は、緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき574単

位を所定単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当す

る医療機関（指定介護予防サービス基準第63条第１項第２

号に規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関を

いう。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問すること

となっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある

場合には、緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき

315単位を所定単位数に加算する。 
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⑴ 緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅰ) 

㈠ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 

                      600単位 

㈡ 病院又は診療所の場合          325単位 

⑵ 緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅱ) 

㈠ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 

                      574単位 

㈡ 病院又は診療所の場合          315単位 

（新設） 

 

 

（新設） 

12 （略） 10 （略） 

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防訪問看護事業所の緩和ケア、褥
じよく

瘡
そ う

ケア若しくは

人工肛
こ う

門ケア及び人工膀胱
ぼ う こ う

ケアに係る専門の研修を受けた

看護師又は保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号

）第37条の２第２項第５号に規定する指定研修機関におい

て行われる研修（以下「特定行為研修」という。）を修了

した看護師が、指定介護予防訪問看護の実施に関する計画

的な管理を行った場合には、１月に１回に限り、専門管理

加算として、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数の

いずれかを所定単位数に加算する。 

イ 緩和ケア、褥
じよく

瘡
そ う

ケア又は人工肛
こ う

門ケア及び人工膀胱
ぼ う こ う

ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を

行った場合（悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行

っている利用者、真皮を越える褥
じよく

瘡
そ う

の状態にある利用

者（重点的な褥
じよく

瘡
そ う

管理を行う必要が認められる利用者

（在宅での療養を行っているものに限る。）にあっては

真皮までの状態の利用者）又は人工肛
こ う

門若しくは人工

膀胱
ぼ う こ う

を造設している者で管理が困難な利用者に行った場

合に限る。）                250単位 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行っ

（新設） 
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た場合（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ007の注３に

規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場

合に限る。）                250単位 

14・15 （略） 11・12 （略） 

16 イ⑸について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該

当する指定介護予防訪問看護事業所については、１回につ

き８単位を所定単位数から減算する。 

（新設） 

17 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開

始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士

、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行

う場合であって、注16を算定しているときは、１回につき

15単位を所定単位数から減算し、注16を算定していないと

きは、１回につき５単位を所定単位数から減算する。 

13 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開

始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士

、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行

う場合は、１回につき５単位を所定単位数から減算する。 

ハ 初回加算 

⑴ 初回加算(Ⅰ)                  350単位 

⑵ 初回加算(Ⅱ)                  300単位 

注１ ⑴について、新規に介護予防訪問看護計画書を作成した

利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院

又は退所した日に指定介護予防訪問看護事業所の看護師が

初回の指定介護予防訪問看護を行った場合は、１月につき

所定単位数を加算する。ただし、⑵を算定している場合は

、算定しない。 

２ ⑵について、指定介護予防訪問看護事業所において、新

規に介護予防訪問看護計画書を作成した利用者に対して、

初回の指定介護予防訪問看護を行った場合は、１月につき

所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は

、算定しない。 

ハ 初回加算                    300単位 

（新設） 

（新設） 

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看護計画書

を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定介護予

防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を

行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

（新設） 

ニ 退院時共同指導加算               600単位 

注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中

又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定介護予防

ニ 退院時共同指導加算               600単位 

注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中

又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、電子情報処理
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訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、

退院時共同指導（当該者又はその看護に当たっている者に対

して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主

治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指

導を行い、その内容を提供することをいう。）を行った後に

、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護

予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、

当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用

者については、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただ

し、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は

算定しない。 

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問看護ステ

ーションの看護師等（准看護師を除く。）が、退院時共同指

導（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、

診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その

他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、そ

の内容を文書により提供することをいう。）を行った後に、

当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予

防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当

該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者

については、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし

、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算

定しない。 

ホ （略） ホ （略） 

ヘ 口腔
く う

連携強化加算                50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防訪問看護事業所の従業者が、口腔
くう

の健康状態の評価を実施

した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び

介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った

ときは、口腔
くう

連携強化加算として、１月に１回に限り所定単

位数を加算する。 

（新設） 

ト （略） ヘ （略） 

３ 介護予防訪問リハビリテーション費 

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 298単位 

３ 介護予防訪問リハビリテーション費 

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 307単位 

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第

１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第

１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所
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の医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介

護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）を行

った場合は、所定単位数を算定する。なお、指定介護予防

訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに対して指

定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、注12

の規定にかかわらず、所定単位数を算定する。 

の医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介

護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）を行

った場合に算定する。 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４～８ （略） ２～６ （略） 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者が、口腔
く う

の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意

を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評

価の結果の情報提供を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算と

して、１月に１回に限り50単位を所定単位数に加算する。 

（新設） 

 

10～12 （略） ７～９ （略） 

13 利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満た

さない場合であって、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超え

て指定介護予防訪問リハビリテーションを行うときは、１

10 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション

の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて

指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、１回

につき５単位を所定単位数から減算する。 
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回につき30単位を所定単位数から減算する。 

ロ 退院時共同指導加算               600単位 

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定介

護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士

、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンス

に参加し、退院時共同指導（病院又は診療所の主治の医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間

で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該

者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必

要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防訪問

リハビリテーション計画に反映させることをいう。）を行っ

た後に、当該者に対する初回の指定介護予防訪問リハビリテ

ーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定

単位数を加算する。 

ロ 事業所評価加算                 120単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間（

別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する

年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。 

ハ （略） ハ （略） 

４ 介護予防居宅療養管理指導費 ４ 介護予防居宅療養管理指導費 

イ 医師が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     515単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        487単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             446単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     299単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        287単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             260単位 

注１～５ （略） 

イ 医師が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     514単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        486単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             445単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     298単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        286単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             259単位 

注１～５ （略） 

ロ 歯科医師が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      517単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

ロ 歯科医師が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      516単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  
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                         487単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              441単位 

注１～４ （略） 

                         486単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              440単位 

注１～４ （略） 

ハ 薬剤師が行う場合 

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     566単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        417単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             380単位 

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     518単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        379単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             342単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス

基準第88条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この注及び注４から注８までにおい

て同じ。）の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の

薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該

利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報

提供を行った場合につき、単一建物居住者（当該利用者が

居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居

宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い

、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ

っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用

者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に

ハ 薬剤師が行う場合 

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     565単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        416単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             379単位 

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     517単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        378単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             341単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス

基準第88条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この注及び注４から注６までにおい

て同じ。）の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の

薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該

利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報

提供を行った場合につき、単一建物居住者（当該利用者が

居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居

宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い

、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ

っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用

者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に
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２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定

する。 

２ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局

の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導（指定介護予防

居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場

合は、注１の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせ

て１月に４回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚

生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信

機器を用いた服薬指導（指定介護予防居宅療養管理指導と

同日に行う場合を除く。）を行った場合は、注１の規定に

かかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて、１週に２回、か

つ、１月に８回を限度として、46単位を算定する。 

２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定

する。 

２ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医

学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が

交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導（指定介護予

防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った

場合は、注１の規定にかかわらず、１月に１回に限り45単

位を算定する。 

 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用

麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与

及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又は

その家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合

は、医療用麻薬持続注射療法加算として、１回につき250

単位を所定単位数に加算する。ただし、注２又は注３を算

定している場合は、算定しない。 

（新設） 

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈

栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の

状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理

指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、１

回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注２

（新設） 
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を算定している場合は、算定しない。 

ニ 管理栄養士が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     545単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        487単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             444単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     525単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        467単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             424単位 

ニ 管理栄養士が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     544単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        486単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             443単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     524単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        466単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             423単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴に

ついては次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予

防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス基準第

88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この注から注４までにおいて同じ。

）の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準

にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所におい

て当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機

関、介護保険施設（指定施設サービス等に要する費用の額

の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指

定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サ

ービス等介護給付費単位数表」という。）の介護福祉施設

サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医

療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に

定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いている

もの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに

限る。）又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーション

との連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管

理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指

定介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービ

ス基準第88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療

養管理指導事業所をいう。以下この注から注４までにおい

て同じ。）の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいず

れの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業

所において当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外

の医療機関、介護保険施設（指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号

）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指

定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）の介護

福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービスのト若しく

は介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定め

る基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置

いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置してい

るものに限る。）又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステ

ーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な

医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者
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、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合

に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住す

る者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の

管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を

行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限

度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の

計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急

性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある

旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄

養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、

その指示の日から30日間に限って、１月に２回を超えて、

２回を限度として、所定単位数を算定する。 

を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行

った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物

に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導

事業所の管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管

理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に

２回を限度として、所定単位数を算定する。 

イ～ハ （略） イ～ハ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

ホ 歯科衛生士等が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      362単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                         326単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              295単位 

ホ 歯科衛生士等が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      361単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                         325単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              294単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に

掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管

理指導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第１項第

１号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をい

う。以下この注から注４までにおいて同じ。）の歯科衛生

士、保健師又は看護職員（以下「歯科衛生士等」という。

）が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師

の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った

場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居

住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業

所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅療養管理

指導を行う場合の当該利用者をいう。）の人数に従い、１

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居

宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス基準第88条

第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事

業所をいう。以下この注から注４までにおいて同じ。）の

歯科衛生士、保健師又は看護職員（以下「歯科衛生士等」

という。）が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った

歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導

を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する

建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅
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月に４回（がん末期の利用者については、１月に６回）を

限度として、所定単位数を算定する。 

療養管理指導を行う場合の当該利用者をいう。）の人数に

従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。 

 

イ～ハ （略） 

２～４ （略） 

イ～ハ （略） 

２～４ （略） 

５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） 

イ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 要支援１                  2,268単位 

⑵ 要支援２                  4,228単位 

注１ （略） 

イ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 要支援１                  2,053単位 

⑵ 要支援２                  3,999単位 

注１ （略） 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４～９ （略） ２～７ （略） 

10 利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満た

さない場合であって、指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超え

て指定介護予防通所リハビリテーションを行うときは、１

月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

⑴ 要支援１                 120単位 

⑵ 要支援２                 240単位 

８ 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション

の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて

指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、１月

につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

 

⑴ 要支援１                 20単位 

⑵ 要支援２                 40単位 

ロ 退院時共同指導加算               600単位 

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定介

護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士

、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンス

に参加し、退院時共同指導（病院又は診療所の主治の医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間

ロ 運動器機能向上加算               225単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行って、利用者の運動

器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテー

ションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資す
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で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該

者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必

要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防通所

リハビリテーション計画に反映させることをいう。）を行っ

た後に、当該者に対する初回の指定介護予防通所リハビリテ

ーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定

単位数を加算する。 

ると認められるもの（以下この注及びトにおいて「運動器機

能向上サービス」という。）を行った場合は、１月につき所

定単位数を加算する。 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置

していること。 

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員

その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成

していること。 

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の

指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若し

くは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとと

もに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること

。 

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に

評価していること。 

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護

予防通所リハビリテーション事業所であること。 

ハ 栄養アセスメント加算              50単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、指定介護

予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対して、管

理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者

ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握するこ

とをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１

月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養

改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善

サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了し

た日の属する月は、算定しない。 

⑴～⑷ （略） 

ハ 栄養アセスメント加算              50単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、指定介護

予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対して、管

理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者

ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握するこ

とをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１

月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養

改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月は、算定しない。 

⑴～⑷ （略） 
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ニ～ヘ （略） ニ～ヘ （略） 

ト 一体的サービス提供加算             480単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、栄養改

善サービス及び口腔
く う

機能向上サービスをいずれも実施した場

合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、ニ又はヘ

を算定している場合は、算定しない。 

ト 選択的サービス複数実施加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、運動器

機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔
く う

機能向上サー

ビスのうち複数のサービスを実施した場合に、１月につき次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合

において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上サービス

、栄養改善サービス又は口腔
く う

機能向上サービスを算定してい

る場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 

（削る） 

（削る） 

⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)        480単位 

⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)        700単位 

（削る） チ 事業所評価加算                 120単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間（

別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する

年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。

ただし、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し

ている場合は、算定しない。 

チ・リ （略） リ・ヌ （略） 

ヌ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビ

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー
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リテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所

リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定

した単位数の1000分の86に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定

した単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定

した単位数の1000分の66に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからリまでにより算定

した単位数の1000分の53に相当する単位数 

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の47に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の34に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の19に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定介護予防通所リハビリテーション事業所（注１の

加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指

定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の76に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

（新設） 
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の70に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の58に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の56に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の55に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の48に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の43に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の45に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の38に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからリまでにより算

定した単位数の1000分の28に相当する単位数 
 （削る） ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビ

リテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
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掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の20に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の17に相当する単位数 

 （削る） ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビ

リテーションを行った場合は、イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の10に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） 

イ～ト （略） イ～ト （略） 

チ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生

活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の140に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の136に相当する単位数 

チ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定介護予防短期入所生活介護事業所（注１の加算を

算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定介護

予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の124に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の117に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の120に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の101に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算

（新設） 

3
9
0



  

 

 

定した単位数の1000分の86に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の70に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 

（削る） リ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

（削る） ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
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を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000

分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 介護予防短期入所療養介護費 ７ 介護予防短期入所療養介護費 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

  ⑴～⑼ （略） 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

 ⑴～⑼ （略） 

⑽ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短

期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の75に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の71に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の54に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

⑽ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の29に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の16に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め

る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所（注

１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対

し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当

（新設） 

3
9
2



  

 

 

該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の67に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の65に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の61に相当する単位数 

㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の57に相当する単位数 

㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の53に相当する単位数 

㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の52に相当する単位数 

㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の46に相当する単位数 

㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の48に相当する単位数 

㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の36に相当する単位数 

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の40に相当する単位数 

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑼までにより
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算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

（削る） ⑾ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の21に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより

算定した単位数の1000分の17に相当する単位数 

（削る） ⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までにより算定した

単位数の1000分の８に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴～⑽ （略） 

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴～⑽ （略） 

⑾ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短

⑾ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所
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期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算

定した単位数の1000分の51に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算

定した単位数の1000分の36に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑽までにより算

定した単位数の1000分の29に相当する単位数 

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め

る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所（注

１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対

し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の46に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

（新設） 
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㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の40に相当する単位数 

㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 

㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 

㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の30に相当する単位数 

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の24に相当する単位数 

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の26に相当する単位数 

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の20に相当する単位数 

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 
（削る） ⑿ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
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次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

（削る） ⒀ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑽までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 

⑴～⑻ （略） 

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 

⑴～⑻ （略） 

⑼ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短

期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算

定した単位数の1000分の51に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 

⑼ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 
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㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算

定した単位数の1000分の36に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑻までにより算

定した単位数の1000分の29に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め

る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所（注

１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対

し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の46に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の40に相当する単位数 

㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 

㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 

㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

（新設） 
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㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の30に相当する単位数 

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の24に相当する単位数 

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の26に相当する単位数 

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の20に相当する単位数 

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 
（削る） ⑽ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

（削る） ⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
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所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

 ニ （略） ニ （略） 

 ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費  ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費 

⑴～⒀ （略）   ⑴～⒀ （略） 

⒁ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短

期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより算

定した単位数の1000分の51に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒀までにより算

定した単位数の1000分の36に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⒀までにより算

定した単位数の1000分の29に相当する単位数 

⒁ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより算定し

た単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより算定し

た単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒀までにより算定し

た単位数の1000分の10に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め

る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所（注

（新設） 
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１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対

し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の46に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の40に相当する単位数 

㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 

㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の35に相当する単位数 

㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の30に相当する単位数 

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の24に相当する単位数 

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の26に相当する単位数 

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⒀までにより
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算定した単位数の1000分の20に相当する単位数 

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

  （削る） ⒂ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより

算定した単位数の1000分の11に相当する単位数 

  （削る） ⒃ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入

所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合は、⑴から⒀までにより算定した

単位数の1000分の５に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

８ 介護予防特定施設入居者生活介護費 ８ 介護予防特定施設入居者生活介護費 

イ～チ （略） イ～チ （略） 

リ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

リ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
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織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が

、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の128に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の122に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の110に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の88に相当する単位数 

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用

者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定介護予防特定施設（注１の加算を算定しているも

のを除く。）が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入

居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては

、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の106に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の107に相当する単位数 

（新設） 
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⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の91に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の85に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の79に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の95に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の64に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の58に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の61に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の46に相当する単位数 
（削る） ヌ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利

用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
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を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

（削る） ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利

用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

９ （略） ９ （略） 
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 別表 

   指定介護予防サービス介護給付費単位数表    指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 介護予防短期入所療養介護費 ７ 介護予防短期入所療養介護費 

 イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費  イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

  ⑴・⑵ （略）   ⑴・⑵ （略） 

  注１～５ （略）   注１～５ （略） 

   ６ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)及び(ⅳ)、介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費(ⅱ)並びに介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入

所療養介護費(ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に該当する介護老人保健施設である指定介護予防短期

入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、

１日につき26単位を所定単位数から控除する。 

   （新設） 

   ７～９ （略）    ６～８ （略） 

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県

知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性

認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を

行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１日

につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注９を

算定している場合は、算定しない。 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県

知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性

認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を

行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１日

につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を

算定している場合は、算定しない。 
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11～17 （略） 10～16 （略） 

18 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設について

は、注８及び注11は算定しない。 

17 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設について

は、注７及び注10は算定しない。 

  ⑶～⑽ （略）   ⑶～⑽ （略） 

 ロ～ニ （略）  ロ～ニ （略） 

 ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費  ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費 

  ⑴～⑹ （略）   ⑴～⑹ （略） 

  注１～６ （略）   注１～６ （略） 

   ７ Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介

護医療院介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院

介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院介護予防

短期入所療養介護費(ⅱ)、Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所

療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院介護予防短期入所療養介護

費(ⅱ)及びⅡ型特別介護医療院介護予防短期入所療養介護費

(ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当す

る介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所

については、室料相当額控除として、１日につき26単位を

所定単位数から控除する。 

   （新設） 

   ８・９ （略）    ７・８ （略） 

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県

知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性

認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を

行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注９

を算定している場合は、算定しない。 

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県

知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性

認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を

行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注８

を算定している場合は、算定しない。 

11・12 （略） 10・11 （略） 

13 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

注１及び注８の規定による届出に相当する介護医療院サ

12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、

注１及び注７の規定による届出に相当する介護医療院サ
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ービス（法第８条第29項に規定する介護医療院サービス

をいう。）に係る届出があったときは、注１及び注８の

規定による届出があったものとみなす。 

ービス（法第８条第29項に規定する介護医療院サービス

をいう。）に係る届出があったときは、注１及び注７の

規定による届出があったものとみなす。 

14・15 （略） 13・14 （略） 

  ⑺～⒁ （略）   ⑺～⒁ （略） 

８・９ （略） ８・９ （略）   
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